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理由  

 ロシアは国際社会の声を無視し、一方的な口実により、隣国ウクライナへの軍

事侵攻を開始した。二戸市議会は、ロシアによる軍事的暴挙に対し、抗議と非難

の意を強く表明するとともに、ロシア軍の即時・完全・無条件の撤退を強く求め

る。これがこの決議書を提出する理由である。 



ロシアのウクライナ侵攻に抗議し非難する決議 

  

２月２４日、ロシアは国際社会の声を無視し、一方的な口実により、隣国ウ

クライナへの軍事侵攻を開始した。 
 ロシアの武力による軍事侵攻により、多くの施設、建物が砲撃され炎上し、

幼い子どもを含む多くのウクライナ市民の尊い命を奪っている。戦火を逃れ国

外退避する１５０万人超の市民が過酷な避難生活を余儀なくされている。 
 力による現状変更は、戦後、長年をかけて築き上げた国際秩序の根幹を揺る

がす暴挙であり、領土保全、武力不行使等を規定する国連憲章と国際法に明ら

かに反する行為である。さらに核兵器で国際社会を威嚇することは、核戦争の

危惧を抱かせるものであり、唯一の戦争核被爆国として断じて容認することは

できない。 
 今、国際社会が向かうべきは、国連憲章の前文にある「寛容を実行し、且つ、

善良な隣人として互に平和に生活し、国際の平和及び安全を維持するためにわ

れらの力を合わせる」ことである。 
 二戸市の都市宣言である、「非核平和都市宣言」（平成１８年）に基づく、世

界の恒久平和の実現を強く希望する。 
よって、二戸市議会は、ロシアによる軍事的暴挙に対し、抗議と非難の意を

強く表明するとともに、ロシア軍の即時・完全・無条件の撤退を強く求める。  
 以上、決議とする。  
 令和４年３月９日             
                           二 戸 市 議 会 

 

 


